
 

 

 

 

 

 

 

「伊吹そば」が地理的表示（ＧＩ）として登録されました！！ 

 

令和元年９月９日に伊吹そば生産組合（米原市）の在来種「伊吹そば」が地理的

表示（ＧＩ）に登録されました。 

地理的表示は、地域の伝統的な生産方法や気候・風土・土壌といった生産地等の

特徴が、品質の特性に結びついた産品の名称を知的財産として登録するものです。 

 登録された産品は、地理的表示保護制度に基づくＧＩマークにより他産品との差

別化が可能となり、産品の名称やブランド価値が保護されます。 

滋賀県では「伊吹そば」の他に、畜産食品の「近江牛」が地理的表示として登録

されますが、農産食品としては、「伊吹そば」が滋賀県で初めての登録となります。 

当課では、在来種「伊吹そば」の種子確保と安定生産に向け、関係機関と連携し

支援を行っていきます。 

 

 ※在来種「伊吹そば」ホームページ http://ibukisoba.jp/ をご覧下さい。 
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